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津波の高さをいかに想定するかは重要である。し
かし実際には敷地内への遡上は複雑であり，津波
の高さのみならず，浸水高もしくは遡上高を推定
して適切な設計をしなければならない。建物間の
空間への局所的な流入など，複雑な現象も起こり
える。津波の高さはあくまで海岸線において議論
されるものであり，浸水高や遡上高と混同しては
ならない。ビデオ映像でも紹介されているように
激しい砕波が起きている中では，とくに慎重な見
極めが必要である。
福島第一原発においては，検潮所の損傷なども

あって津波の高さを正確に観測できず，敷地内へ
の浸水高は 11.5～15.5 mと3，場所ごとにさまざ
まであったとされている。広域的な津波データを
再現する波源シミュレーションは，1号機北側の
開けた空間における津波の遡上高を再現している
とは言いがたく，過大評価となっている可能性が
高い。この付近には検潮所も置かれ，福島第一原
発の敷地内の津波の状況を議論する際に最重要な
場所である。また，公開されている津波襲来時の
写真撮影時刻からわかる水位上昇時間は数十秒で
あるが，シミュレーション結果はこれより長い。
写真からは，津波防波堤をやや上回る程度の津波
が襲来したと考えることも可能である。
以上のことから，現段階では，想定されていた

5.7 mをはるかに超えるような津波が押し寄せた
と断定することは困難である。このような状況に
おいて，津波の高さをことさらに強調しているか
のような分析結果の公表を行うことには，疑問を
感じざるを得ない。津波の高さの数値よりも，な
ぜ津波の影響がこれほど甚大になり，構造上どこ
に問題と責任があったのかが重要である。また，
未想定の長時間におよぶ強い地震動によって，配
管などにどの程度の損傷が生じたのかについても，
厳しい検証が必要である。これらの検証がないま
ま，過大評価の可能性がある「津波の高さ」が強
調されると，原発耐震性の問題から国民の目をそ
らそうとしているとの批判を免れることはできな
い。
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低線量被曝問題をめぐる論争
緊急討論会「震災，原発，そして倫理」を開催して

一ノ瀬正樹　いちのせ　まさき

東京大学大学院人文社会系研究科（哲学）

3. 11以後，日本社会で多くのことが変わって
しまった。将来の歴史家は，いろいろな意味で，
これを日本の一つの転換点として位置づけるであ
ろう。実際，3. 11がもたらした問題性は複層的
である。防災，リスク管理といった直接的な課題
から，原発事故から露呈された歴史的・政治的次
元での日本社会一般の問題性，ひいては科学技
術・医療・社会の相互の関わりへの根源的な反省，
そして人間の幸福と生死への倫理的問い。すべて
は以前から存在していた問題のはずだが，多くの
犠牲・被災という重い現実を通じて，私たちは改
めてまともにそれらに向かい合うことになったの
である。
今回の第 6回応用倫理・哲学研究会・東京大

学緊急討論会「震災，原発，そして倫理」（2011年

7月 8日）は，3. 11以後のこうした状況に対して，
哲学・倫理の観点を加味しつつ，アカデミックな
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仕方で問題点をあぶり出していこうという趣旨で
開催された。400人を超える来場者があり，かな
り緊迫した討論会となった。
まず，主催責任者として哲学専攻の筆者が導入

の話をした。最初に，3. 11の被害の相を整理し，
なかでも「低線量被曝」にまつわる問題が長期的
かつ対外的な困難として浮上していることを確認
した。筆者の話のポイントは，「低線量被曝の因
果的影響」の判断には，データの量や証拠性・信
頼性，他要因との識別可能性などについての一般
に流布している不確実性だけでなく，統計的に因
果関係を推定する際の（適切なデータがあっても発生しう
る）原理的・認識論的不確実性もまとわりつく，
という点の哲学サイドからの確認にあった。共通
原因の概念や「シンプソンのパラドックス」がそ
れを確認する一つの入り口になる。疫学や病因論
に関する認識論，という切り口である。しかし，
私たちは現に被曝をし，不安を抱いている。この
重層的な不確実性の中で，ではどうするか。それ
が今回の一つの主題である。

4人の提題者に問題提起をしてもらった。議論
はほとんど放射線の影響にのみ焦点が当てられる
形となった。最初の提題者は宗教学専攻の島薗進
氏である。島薗氏は，今回の福島原発事故に対す
る日本学術会議の解説を最初の手がかりとして取
り上げ，それが，ICRPが示した緊急時の指針と
復旧時（現存被曝状況）の指針とをうまく説明しえて
いないことを問題にする。島薗氏は，次のように
問題提起をする。この学術会議の解説の背景に日
本の「専門家」が ICRP以上の楽観論に傾いてい
るという事情が認められるが，そうした楽観論は，
日本の放射線影響学が被災者の視点を欠き，政治
的・状況的な事情による傾斜を受けてしまったが
ゆえに現れたのではないか，と。この楽観論は，
IAEAチェルノブイリ調査への日本の学者の関与
に，さらには広島・長崎の原爆被害の調査にまで
淵源するとされ，降下放射性物質の被害を軽視し
続けた米国の軍事医学の問題が言及された。島薗
氏の提題は，低線量被曝の因果的影響を語るとき
の，そもそものデータの信頼性を主題化したと言

える。筆者は，では低線量被曝の影響を科学的に
判断する際に，依拠するデータをどこに求めたら
よいのか，という点に関心を抱いた。

  二番目の提題者は，放射線科医師の中川恵一
氏であった。中川氏は日頃からがんの放射線治療
に携わっており，放射線のエキスパートである。
中川氏は，日本人の二人に一人ががんになること，
三人に一人ががんでなくなること，そして，日本
人のがんの発症率は右肩上がりに増えており，米
国よりも高い率であること，また，日本人の肉の
摂取量が近年著しく多くなり，野菜摂取量が減っ
ていること，などを客観的に提示した。その上で，
がん発症へのリスクという点で，累積で 100 mSv
以下の被曝は，たとえば喫煙，過度の飲酒，野菜
を取らないこと，がもたらすリスクほども高くな
い，ということを詳しいデータとともに示した。
100 mSv以下の被曝による影響は，他の生活習慣
に埋没するため，発がんリスクが上昇するかどう
かわからず，したがって低線量被曝についての判
断は科学というよりも哲学だ，というのは印象的
な発言であった。こうした中川氏の提題は，科学
者としての視点だけでなく，患者に向き合う医師
という視点も考慮したものであることが，後の討
論時に明言された。筆者は，累積 100 mSv以下
の被曝の影響について科学的に
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解明される今後の
見込みについて強い関心を抱いた。
三番目の提題者は，情報学環で音楽実技の講座
を持ち，かつては物理学も学んだ伊東乾氏であっ
た。伊東氏は放射性物質の物理的性質に立ち戻っ
て，その確率的な性格を確認する。伊東氏は，有
名な「シュレーディンガーの猫」の思考実験に言
及した上で，ルイス・キャロルの「チェシャ猫」
をヒントに，猫が入った箱の中に低線量の放射線
を発する物質が入っている状況を新たに想定する。
そこでは「被曝していない」「被曝したけれど生
きている」「重篤な被曝」という三つの状態が可
能となる。そして懸案の「被曝したけれど生きて
いる」という不確かな中間状態に関して「確率的
で緩慢な死」の概念を提起し，それを希望と改善
のための中間段階と位置づけた。危険かどうかと
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いう「whether」の問いではなく「how」の問い，
すなわち「何をどうすれば，どのくらい危険
か？」という確率的な判断を重視した報告であり，
筆者自身の導入とやや近いスタンスの提題であっ
た。筆者は，ここでの量子論的な不確実性と，デ
ータ面から帰結する不確実性との連関について，
興味を抱いた。
四番目の提題者は，情報学専攻の影浦峡氏であ

った。これまでの提題が低線量被曝という事実問
題についての報告であったのに対して，影浦氏の
提題は，放射能汚染をめぐるマスコミや識者の語
り・発言に焦点を合わせた，いわば語り問題につ
いての報告であった。その問題意識は，低線量被
曝をめぐる社会的合意から逸脱した発言がいま跋
扈しており，それゆえに安全を維持するための適
切な対策がおろそかにされている，という点にあ
る。今回の原発事故によって年間 1 mSvという
法令基準以上の被曝を強いられている方々に対し
て必要なのは，どのくらいの被曝まで安全なのか
という科学的議論ではなく，そうした被曝を強い
られることの不当性の指摘である。影浦氏は，放
射線の影響に関する事故後の事後視点と，今後を
考える事前視点とを区別して，事前視点に立つべ
きいま，法令遵守が基本線であることを強調した。
情報学専門家ならではの提題であった。筆者は，
法令違反地域に何らかの理由であえて移住・居住
し（続け）たいという人がいた場合，その人の自由
権を道徳的にどのように評価するか，について関
心を抱いた。
多様な論点が交錯し合い，討論はなかなかに激

しいものとなった。いま低線量被曝という話題は
時事的・状況的であり，筆者自身その状況性に大
いにとまどったこともあり，論議を一定の方向へ
とモデレートすることは叶わなかった。これが現
状の事態の反映なのかもしれない。筆者としては，
哲学・倫理の研究会として開催した以上，もう少
し哲学・倫理学的な視点へと話題を広げてもよか
ったかもしれないと思う。機が熟し，たとえば
「疫学への現代哲学の適用」といった挑戦的な主
題や，「人間の動物に対する責任」，「科学技術や

経済活動が本質的に胚胎する背徳性」といった，
今日の倫理学が盛んに論じている主題を，3. 11
以後の文脈に沿って掘り下げて論じられるように
なることを願う。そのような腰を据えた議論が，
結局は問題のよりよい対応へとつながるはずであ
る。今回の討論会が，そうした前進への第一歩と
なることを強く希望している。
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歴史的な大転換となるか： 
再度法制化されたドイツの脱原発

今泉みね子　いまいずみ　みねこ

環境ジャーナリスト，翻訳家，生態学専攻。ドイツ在住

福島事故からほぼ 4カ月が経過した 6月 30日
にドイツ連邦議会は，社会民主党と緑の党の 2
野党を含む大多数による賛成で，2022年末まで
にすべての原子力発電の運転を止める法律を可決
した。このほか，送電網拡充やエコ電力奨励のた
めに，7つの新法律または法改正案も可決した（こ
のような政治転換にいたった背景や原発なしでの電力供給のさ

まざまな可能性については，本誌 7月号に書いた）。
（1）原子力法1

3月末から稼動が臨時停止されていた 8基の原
発の稼動権は，本改正案が施行される時点で消失
する（つまり，このまま稼動が停止される）。ただし，こ
のうちの 1基を緊急必要時のための「冷たい予
備」として 2013年まで待機させるかどうかは，
連邦ネットワーク庁が 9月までに決定する。運
転を続ける残り 9基のうち，3基はそれぞれ遅く
とも 2015年，2017年，2019年の 12月 31日に，
3基は遅くとも 2021年末に，残りの 3基は 2022
年末に稼動権を失う。「遅くとも」とあるのは，
次の理由からだ。
以前の社会民主党・緑の党の連立政権時代，

2002年に本法律が改正され，各原発が発電を許
される総量が定められた（平均すると 32年間の稼動に相

当する）。ただし，ある原発が総発電量を発電しき
らないうちに稼動停止をした場合には，残りの発


